
地域建設業 経営強化融資制度 の運用について 
 
 
 
 
 

１ . 目的  

  富田林市 契約 検査 課 

 

本市では 、建設投 資の急 速な減少 、 資材価格 の高騰な ど に よ り 、地域の 中小・中

堅 建設企業 は極めて厳 しい状況 にあること から、建 設業の資 金 調 達の円滑 化を推進

す るため、 国土交通省 において 創設された 「地域建 設業経営 強 化 融資 制度 」の運 用

を 開始 しま す 。 

 

２ . 制度の概 要 

本市と工 事請負契約 を締結し ている中小 ・中堅元 請建設業者 が、本制 度 によ る 融

資を希 望する場合 、本市からの 債 権譲渡承 諾を得た上 で、工 事 請負代金 債権 を担 

保に 債権譲 渡先 から 融資 を受け るこ とが でき るもの です 。 

 

３ . 対象 とな る 業者  

本市と工 事請 負契 約を 締結し てい る中 小・ 中堅元 請建 設業 者 (※ 1)で す。  

(※ 1)中 小・ 中堅 元請 建設 業者  

原 則と して 資本の 額ま たは 出資 の総額 が 20 億 円以 下、また は常 時使 用す る 

従 業員 の数が 1,500 人以 下の 企業 。 

 

４ . 対象とな る工事  

本 市が 発注す る請 負代 金額が 2,000,000 円 を超え る工 事請 負契 約で 、出来 高が ２

分 の１ 以上の もの です 。た だし、 次の もの は 除 きます 。 

(1)債務負 担行 為に 係る 工事 。 (債務 負担 行為 の最 終年 度に係 る工 事で あり 年度内 に終 

了 が 見込 まれる 工事 、前年 度から 繰り越 され た工 事であ り 年度 内に 終了 が 見込 まれ  

る もの は除き ます 。 ) 

(2)公共工 事履 行保 証証 券に よる 保 証（契約不適合責任特 約を 付した もの に限 る 。）を付 

した 工事 のう ち、 富田林市が 役務 保証 を 必要 とす る工 事。  

(3)受注者 の施 工す る能 力に 疑義 が生じ てい るな ど 、 市が債 権譲 渡の 承諾 に不適 当な  

事 由が ある 工事。  

 

５ . 実施期間  

平 成２ ９年４ 月１ 日か ら当 面令和１３年３ 月３ １日ま でと しま す。  

 

６ . 手続 きの 流れ  

融資 にか かる流 れは 、次 の (1)から (4)のと おり です 。 

な お、 本市 は債 権譲 渡の 承諾を 行う とと もに 、融資 実行 後の 報告 を求め てい ます 。 



(1)本市と工事 請負契 約を締結 している中 小・中堅 元請建設業 者 は、工 事請負代 金 債 

権を 債権譲 渡契 約 をもっ て 債 権譲 渡先 (※ 2)へ譲 渡し ま す。  

(2)債権 譲渡先は、 工事請 負代金債 権を譲渡担 保に、当 該 建設 業者 に対して 工事の出 

来高 の範 囲 内で融 資し ます 。 

な お、債 権譲 渡契 約の 締結 や融 資審査 手続 等に おい て出来 高確 認が 必要 な場合 は 、 

債 権譲 渡先 が当該 出来 高確 認を 行いま す。  

融資資金は 金融機関から調達、一般財団法人建設業振興 基金 は当該資金調達 に対

して 債務 保証 を 行い ます 。 

(3)出来高 を超 える 分に つい ても 、保証 事業 会社 (※ 3)の 保証 によ り金 融機 関から 当該 

建設 業者 に 対して 融資 が行 われ ます。  

な お、 保証事 業会 社に よる 金融保 証は 、前 払金 の支払 いを 受け た工 事が対 象で 保 証

の 範囲 は、工 事請 負代 金額 から前 払金 、中間前払金、部 分払 金および債 権譲 渡先 から

の 当該 建設 業者 への融 資額 を控 除し た金額 の範 囲内 です 。 

(4)債権 譲渡先およ び保証 事業会社 は、工事完 成後、本市から 支払われ た工事請負代 

金 から 、債権譲渡先および 保証事業会社の保証 に係る融資額を精算 の上、当 該建 

設業 者に 残 余を 返還 しま す。  

(※ 2)債 権譲 渡先  

一般財団法 人建 設業 振興 基金が 被保 険者 とし て適当 と認 める 民間 事業者  

・株 式会 社建 設総 合サー ビス (06-6543-2848) 

・一般財団法人建 設業 振興基 金が 被保 険者 として 認め る事 業協 同組合 等 

(※ 3)保証 事業 会社  

・西 日本 建設 業 保 証株式 会社 (06-6543-2944) 

 

７ . 手続きに 必要な 書類  

○ 債権 譲渡 の承諾 依頼 に必 要な 書類  

(1)債権譲 渡承 諾依 頼書 (様 式第１号 )              3通  

(2)締結済 の債 権譲 渡契 約証 書の 写し １通  

※ 地域 建設 業経 営強 化融 資制度 に係 る事 務取 扱につ いて （平 成 20 年 10 月 17 

日付 け国 官会 第 1255 号 、国地 契第 34 号 、国 官技 第 171 号 、国営計第 61 号 。） 

記６ （ 2） に定 める 様式 ３に 準じ たもの 。 

(3)発行日 から ３ ヶ 月以 内の 債権 譲渡人 及び 債権 譲受 人の印 鑑証 明書 （原 本）  

各１ 通 

(4)工 事履 行報 告書 （様 式第 ４号） １ 通 

(5)契約保 証金 相 当 額を 保険 又は 保証に よっ て担 保さ れてい る工 事で 、保険又 は保  

証約 款等により承 諾が義 務付けられて いる場 合は、必要な 承諾を 受けている旨  

を証 するもの （約 款等の 写しを添付の 上、該 当する条項を 朱線等 で明示して く 

ださ い 。） １通  

(6)振興基 金が 発行 する 債務 保証 承諾書 （根 保証 用） の写し １通  

○ 融資 が実 行され た時 に必 要な 書類  

(1)融資実 行報 告書 （様 式第 ６号） １通  



８ . 債権譲渡 の承諾 依頼に関す る注意 事 項 

(1)債権譲 渡の 承諾 依頼 を提 出さ れるま でに 、本 制度 の内容 を熟 知さ れる ととも に 

「 富田林市 工事請 負代 金の 債権 譲渡承 諾に 関す る事 務取扱 要領 」を熟 読く ださ い。  

本制 度の 相談・ 問い 合わ せ先  

・西 日本 建 設業 保証 株式 会社 (06-6543-2944) 

・株 式会 社 建設 総合 サー ビス (06-6543-2848) 

・富田林市総務 部契 約検 査課 (0721-25-1000) 

・一般財団法人建 設業振 興基金が被保 険者と して認める事 業協同 組合等の債 

権 譲渡 先 

(2)富田林市の承諾 までに は２週間 程度かかり ますので 、余裕をも って依頼 し てくだ  

さい 。 

(3)承諾 以降 、 受注者 (債権 譲 渡人 )は当 該工 事の 請負 代金を 請求 でき なく なりま す。  

(4)工事 請負契約 に規定 する「契約不適合責任 」は、受注者(債権譲 渡人 )に留保さ れま  

す。  

(5)本制 度の趣旨に 鑑み、 下請負人 への支払に 支障をき たさないよ うに留意 してくだ  

さい。また 、下請契約に関する 建設業法等関係諸法 令および建設工事に 従事する  

労働者に関 する労働基準法等労 働関係諸法令などを 遵守し、適正な工事 施工を行  

って くだ さい 。 


